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公
有
水
面
埋
立
法
は
、
埋
立
予
定
水
面
の
そ
れ
ま
で
の
水
面
使
用
者
に
関
し
て
、
第
五
条
に
列
挙
さ
れ
た
四
者
（
漁
業
権
者

等
）
に
関
し
て
は
、
埋
立
同
意
を
得
た
う
え
で
埋
立
免
許
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
そ
れ
ら
の
者
の
着
工
同
意
を
得

る
か
又
は
補
償
し
な
け
れ
ば
着
工
で
き
な
い
旨
、
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
四
者
以
外
の
権
利
者
に
関
し
て
は
、
何
ら
規
定

し
て
い
な
い
。 

実
際
に
は
、
埋
立
予
定
水
面
に
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
五
条
の
四
者
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
者
が
存
在
す
る
こ
と
が

多
く
、
そ
の
な
か
に
は
許
可
漁
業
・
自
由
漁
業
の
権
利
な
ど
財
産
権
も
少
な
く
な
い
。
埋
立
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
侵
害
す
る

が
、
そ
の
場
合
の
権
利
者
と
の
調
整
に
つ
い
て
公
有
水
面
埋
立
法
に
は
何
の
規
定
も
な
い
た
め
、
現
場
で
は
混
乱
を
生
じ
て
い

る
。 法

第
五
条
の
四
者
以
外
の
水
面
権
利
者
と
埋
立
事
業
者
と
の
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え

る
。 

一 

埋
立
免
許
を
取
得
し
た
埋
立
権
者
は
、
埋
立
予
定
水
域
に
お
け
る
公
有
水
面
埋
立
法
第
五
条
の
四
者
以
外
の
権
利
者
に
対 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

埋
立
権
者
の
妨
害
排
除
請
求
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

 

二 

し
て
妨
害
排
除
請
求
権
を
有
す
る
か
。 

二 
埋
立
事
業
者
は
、
埋
立
予
定
水
面
に
お
け
る
公
有
水
面
埋
立
法
第
五
条
の
四
者
以
外
の
権
利
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な

手
続
き
を
と
る
こ
と
を
要
す
る
か
。 


